
新
委
員
に
佐
藤
氏
を
委
嘱

新
会
長
に
吉
岡
氏
を
選
出

　
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日
が
期

限
と
な
る
、
地
域
自
治
地
区
の
設

置
に
つ
い
て
、
地
域
協
議
会
と
し

て
の
意
見
集
約
の
判
断
材
料
と
す

る
た
め
の
自
主
研
修
と
し
て
、
他

市
の
状
況
や
意
見
集
約
に
お
け
る

今
後
の
協
議
の
進
め
方
を
協
議
し

ま
し
た
。

　
他
市
状
況
等
に
つ
い
て
、
裏
面

に
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

あいさつする、吉岡新会長
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地
域
自
治
区
の
今
後
に
つ

い
て
自
主
研
修

　
協
議
前
に
、
前
回
の
協
議
会
で

辞
任
し
た
髙
橋
前
会
長
の
後
任
委

員
に
佐
藤
哲
美
氏
を
委
嘱
し
、
新

会
長
に
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
り

吉
岡
正
雄
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し

た
。

共
用
自
転
車
は
、

　
　
観
光
用
途
に
限
定
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こ
の
乗
り
捨
て
等
の
対
策
と
し
て

市
で
は
、
自
転
車
の
回
収
・
管
理
業

務
を
委
託
の
ほ
か
直
営
で
も
対
応
し

て
き
た
が
、
マ
ナ
ー
違
反
に
税
金
を

投
入
す
る
こ
と
や
マ
ナ
ー
が
悪
い
こ

と
を
地
域
外
に
表
示
す
る
よ
う
な
事

業
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
・
意
見

も
で
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
市
で
は

こ
れ
ま
で
事
業
の
廃
止
、
事
業
転
換

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
結
果
、
事

業
転
換
を
図
る
こ
と
と
し
た
こ
と
が

報
告
さ
れ

①
誰
で
も
何
時
で
も
乗
れ
る
自
転
車

を
観
光
用
と
し
て
共
用
す
る
。
基
点

は
、
道
の
駅
ふ
た
つ
い
と
二
ツ
井
駅

前
の
２
箇
所
と
す
る
。

②
共
用
自
転
車
を
二
ツ
井
地
域
の
公

的
団
体
や
企
業
に
無
償
譲
渡
し
、
地

域
内
の
移
動
手
段
と
し
て
利
用
い
た

だ
き
、
地
球
温
暖
化
対
策
、
二
酸
化

炭
素
削
減
を
図
る
。
と
さ
れ
、
今
後

は
無
償
譲
渡
を
受
け
る
公
的
団
体
や

企
業
に
つ
い
て
趣
旨
を
周
知
し
随
時

募
集
し
て
い
く
も
の
と
報
告
さ
れ
ま

し
た
。

地

域

協

議

会

だ

よ

り

☆

☆

　
平
成
２
６
年
度
第
６
回
地
域
協
議
会
は
、
１
２
月
１
９
日
（
金
）
午

後
４
時
か
ら
二
ツ
井
町
庁
舎
大
会
議
室
で
開
か
れ
、
共
用
自
転
車
の
共

用
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
の
報
告
と
【
自
主
研
修
】
地
域
自
治
区
の
今

後
に
つ
い
て
（
他
市
状
況
等
）
と
（
協
議
の
進
め
方
等
）
に
つ
い
て
協

議
し
ま
し
た
。
概
要
は
次
の
と
お
り
。

2
7
年
度
か
ら
事
業
転
換

　
共
用
自
転
車
は
、
地
球
温
暖
化

対
策
事
業
と
し
て
、
二
酸
化
炭
素

削
減
を
目
的
に
、
平
成
１
０
年
か

ら
旧
二
ツ
井
町
で
始
ま
っ
た
事
業

で
あ
る
。
二
ツ
井
地
域
の
住
民
に

は
周
知
が
図
ら
れ
利
用
さ
れ
て
き

た
が
、
共
用
自
転
車
の
放
置
と
占

有
使
用
の
問
題
が
改
善
さ
れ
な
い

ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
市
で

は
共
用
自
転
車
の
マ
ナ
ー
向
上
に

つ
い
て
広
報
や
チ
ラ
シ
配
布
に
よ

り
周
知
し
て
き
た
が
、
慢
性
的
に

市
が
指
定
す
る
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
以
外
へ
の
乗
り
捨
て
や
個

人
の
占
有
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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こ
の
報
告
に
対
し
、
委
員
か
ら
は

基
点
以
外
と
な
る
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
は
ど
う
す
る
の
か
、
今
後

の
放
置
自
転
車
の
回
収
は
ど
う
す
る

の
か
、
観
光
用
は
有
料
と
す
る
の

か
、
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
市
側
は
、

１
０
箇
所
の
青
空
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

廃
止
す
る
、
放
置
自
転
車
の
回
収
は

そ
の
都
度
行
う
、
観
光
用
は
無
料
と

す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
に
理
解
を
求

め
た
。
ま
た
、
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
劣
化
や
周
辺
へ

の
悪
影
響
の
懸
念
か
ら
撤
去
を
望
む

意
見
も
出
さ
れ
、
市
側
は
、
い
ま
の

と
こ
ろ
劣
化
は
見
ら
れ
な
い
が
今

後
、
様
子
を
見
な
が
ら
対
応
す
る
と

し
ま
し
た
。

　
共
用
自
転
車
の
共
用
方
法
の
変
更

に
つ
い
て
は
、
高
校
生
な
ど
に
は
不

便
と
な
る
が
仕
方
が
な
い
と
い
う
意

見
も
複
数
あ
り
ま
し
た
。



①地域審議会
②地域自治区

（一般）
③地域自治区
（合併特例）

④合併特例区

根拠法 合併特例法 地方自治法 合併特例法 合併特例法

法人格 なし なし なし あり

設置期間
合併協議

（変更可）
制限なし

合併協議
（変更可）

５年以内

設置区域 一部区域でも可
全市域

（一部区域不可）
一部区域でも可 一部区域でも可

人事・予算権 なし なし なし あり

構成組織 地域審議会 地域協議会 地域協議会 合併特例区協議会

構成委員
の報酬

支給あり
支給しないことと
することができる

支給しないことと
することができる

支給しないことと
することができる

構成組織名称
の住居表示

なし なし

あり
（期間満了時、②へ移行
しない場合は表示不可）
（議決による表示は可）

あり

↓ ↓ ↓ ↓
由利本荘市（25.6廃止）

秋田県内 大仙市　　（継続中） 能代市 県内なし
横手市　　（22.3廃止）

青森市
（期間6年延長）
（住居表示未定）

近隣県
八戸市

（期間満了後廃止）
（住居表示議決）

奥州市
（期間満了後廃止）

（住居表示議決予定）

　廃止・廃止予定 　24

　期間延長　　　　　3

　②へ移行　　　　　5

　廃止・廃止予定 　27

　期間延長　　　　　3

　独自施策体制　　　5

　議決・議決予定 　23

　未定　　　　　　 20

地域自治組織等の比較と県内・近隣・全国の状況

秋田市
仙北市

全国状況
（アンケート
回答のあった

自治区）

地域自治区設置期間満了後

地域協議会設置期間満了後

地域自治区設置期間満了後の住居表示


